
 

船舶事故等調査報告書 

平成２６年６月２６日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１３横第１３３号 

事故等種類 乗揚 

発生日時 平成２５年８月２５日（日） ００時３０分ごろ 

発生場所 東京都江東区砂町運河 

 東京都所在の東京荒川河口橋橋梁灯（Ｐ２灯）から真方位２９７°

１,８００ｍ付近 

 （概位 北緯３５°３９.３′ 東経１３９°４９.５′） 

事故等調査の経過  平成２５年９月３日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜事

務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

モーターボート ＣＨＩＣ
チ ッ ク

 ＤＵＣＫ
ダ ッ ク

 23、３.２トン 

 ２３０－５３１２３東京、本橋発動機株式会社 

 乗組員等に関する情報 船長（アメリカ合衆国籍）、一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦

士・特定 

 死傷者等 なし 

 損傷 プロペラに曲損 

 事故等の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、同乗者４人を乗せ、砂町運河に架

かる夢の島大橋西方を約５.４ノットの速力で同橋中央に向けて東進

した。 

船長は、正船首少し左方に夢の島大橋東方から反航してくる客船を

視認し、客船が進路を変えずに同橋の中央に向けて接近するので、客

船を避けるため、同橋の南側に向ける真方位約０９２°の針路にして

航行していたところ、本船は、平成２５年８月２５日００時３０分ご

ろ夢の島大橋南側の橋脚付近の浅所に乗り揚げた。 

 船長は、無線でマリーナに救助を求めた。 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 東北東、風力 １ 

海象：潮汐 低潮時 

 その他の事項  船長は、マリーナから本船を借りて航行していた。 

船長は、本事故発生場所付近を２０回以上航行した経験があった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

本船は、砂町運河の夢の島大橋西方を東進中、船長が、正船首の左

方に夢の島大橋東方から同橋中央に向かう反航船を認め、避けようと

して右転し、同橋南側に向けて航行したことから、夢の島大橋南側の



 

橋脚付近の浅所に乗り揚げたものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、本船が、砂町運河の夢の島大橋西方を東進中、船

長が、正船首の左方に夢の島大橋東方から同橋中央に向かう反航船を

認め、避けようとして右転し、同橋南側に向けて航行したため、夢の

島大橋南側の橋脚付近の浅所に乗り揚げたことにより発生したものと

考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・運河を航行中に橋の下などの可航幅が狭くなっている所で他船と

行き会う際は、他船の通過を待つなどの措置を採ること。 

 


